


　下記により特設人権相談所を開設します。いじめ、登記、家庭内や近
隣間のもめ事などの問題や困りごとを抱えている方はお気軽にご相談く
ださい。�
■開設日時　１２月５日（木）午前１０：００～午後３：００�
■場　　所　・ファガス　・はつらつ苑�
■人権擁護相談員�
　・ファガス　　　　齊藤一義　沢谷純子　金谷由紀子�
　・はつらつ苑　　　藤田晃平　武田ヒデ　嶋田弘子�
　◇１０月１日付で法務大臣より１名が人権擁護委員に委嘱されました。�
　　金谷由紀子（新任）�
※相談は無料で秘密は守ります。�
　人権擁護委員の自宅と秋田地方法務局能代支局（能代市大町5-36　
　　５４－４１１１）ではいつでも相談に応じています。�

　高齢者や障害者に対する虐待、いやがらせ、差別のない社会のために
全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を実施します。�
■実施期間　　１１月１８日（月）～ １１月２４日（日）�
■実施時間　　○１１月１８日（月）～ １１月２２日（金）�
　　　　　　　　午前８：３０～午後７：００�
　　　　　　　○１１月２３日（土）・１１月２４日（日）�
　　　　　　　　午前１０：００～午後５：００�
　　　　　　　○上記期間以外の平日�
　　　　　　　　午前８：３０～午後５：１５�
※相談担当者は、人権擁護委員及び法務局職員です。相談は無料（通話
　料は有料）で秘密は守ります。�
■相 談 先　　女性の人権ホットライン　　０５７０－０７０－８１０�

　秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センターでは、下記の講習会を開
催いたします。�
１．日商簿記２級講座講習会（申込み締切：１１月２０日）�
　　１２月７日から平成２６年３月２２日までの土曜日１２日間（１０：

００～１５：４０）�
２．PC　Microsoft office specialist（MOS）Excel 2010資格取得講座（申

込み締切：１２月２５日）�
平成２６年１月１５日から２月２１日までの月・水・金曜日 １７
日間（１８：３０～２０：３０）�

３．パソコン講習会（Word&Excel）（申込み締切：１１月１５日）�
１１月２５日から１２月２０日までの月・水・金 １２日間（１８：
３０～２０：４５）�

【共通事項】�
■会　　場　　秋田県社会福祉会館９階　第１会議室（秋田市旭北栄町

１－５）�
■受 講 料　　無料（ただしテキスト代は実費となります）�
■申 込 先　　秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター�
　　　　　　　　　０１８－８９６－１５３１�
　　　　　　　FAX０１８－８６６－２１６６�

■試 験 日　　１２月１５日（日）�
■場　　所　　大潟村役場（南秋田郡大潟村字中央１番地１）�
■試験区分　　保健師（短大高専卒）�
■受験資格　　昭和４９年４月２日以降に生まれた方で保健師の免許を

有する方�
　　　　　　　（平成２６年３月３１日までに取得見込みの方を含む）�
■募集期間　　１１月７日（木）～１１月２８日（木）�
■問合せ先　　大潟村総務企画課　　０１８５－４５－２１１１�

　町では一人暮らし高齢者等の方を対象に、在宅で自立した生活を続け
ることができるよう、簡単な日常生活上の援助を行っております。�
　この事業を利用するためには、申請書を提出し、認定を受けることが
必要です。�
　利用を希望される方は、下記までご連絡ください。�
■対 象 者　　６５歳以上の一人暮らし及び高齢者世帯�
■事業内容　　外出時の援助・食材の確保・寝具類等の洗濯・家周りの

手入れ・家屋の軽微な修理・家屋内の整理整頓・除排雪等�
■利用回数　　１週間に１回を上限とします。（１回あたり１時間程度

の作業）�
■利 用 料　　１回あたり１００円�
■問合せ先　　八峰町町民生活課　保険年金係　　７６－４６１４�

　赤ちゃんの心とからだの成長に役立ち、ママやパパを癒す効果もある
ベビーマッサージを体験してみませんか。�
■日　　時　　１１月１９日（火）　午前１０：００～午前１１：３０�
■場　　所　　八森保健センター�
■対　　象　　妊婦さん・１歳未満の保護者�
■申込期限　　１１月１５日（金）�
■持参するもの　　　バスタオル２枚持参してください。�
■問合せ・申込先　　八峰町福祉保健課　健康推進係　　７６－４６０８�

　炭火で「ＨＯＴ」に、自然に「ホッと」して、あきた白神の里での自
然体験や食づくり体験を通じて、異性のお友達をつくりませんか？�
　あきた白神の山々と日本海とゆかいなスタッフが素敵な出会いを応援
します。�
■日　　時　　１１月２４日（日）　午前１０：００～午後３：００頃�
　　　　　　　（受付９：３０～）�
■会　　場　　あきた白神体験センター�
■参加対象　　３０歳～４５歳の独身の男女各１０名�
　　　　　　　※最少催行人数：男女各３名以上�
■参加費用　　男性２，０００円　女性１，０００円（飲食代・体験料）�
■申込期限　　１１月１７日（日）�
■そ の 他　　当日は軽運動をできる服装で、公的に身分を証明できる

ものをご持参ください�
■問合せ・申込先　　あきた白神体験センター　　７７－４４５５�

　日本遺族会では、厚生労働省から補助を受け、「戦没者遺児による慰
霊友好親善事業」を実施しています。先の大戦で父等を亡くした戦没者
の遺児を対象に、戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同
地域の住民と友好親善を図ることを目的としています。費用は、参加費
として９万円です。�
　日程等の詳細および申込みについては、下記までお問い合わせください。�
■実施地域�
【広域地域】　旧満州、西部ニューギニア、アッツ島、旧ソ連、中国、マ

リアナ諸島、東部ニューギニア、ボルネオ・マレー半島、
トラック・パラオ諸島、ソロモン諸島、フィリピン、ベト
ナム・ミャンマー、台湾・バシー海峡ほか�

【特定地域】　ビスマーク諸島、西部ニューギニア、マーシャル・ギルバ
ート諸島�

■問合せ先　　日本遺族会事務局　　０３－３２６１－５５２１�

　町では台風１８号大雨による農地や農業施設等の農業団体への災害復
旧事業に対して助成します。�
■対象事業主体（助成が受けられる団体・個人）�
①土地改良区や農業生産法人等で、法人格を有する農業関係団体�
②2戸以上の農家で組織する団体で、規約等を有し代表者の定めのあ
る共同施行体、集落営農組織、水利組合等�
③農地（田・畑）災害の復旧を個人で行う場合�
■事業内容�
　農道、用排水路、頭首工、ため池、用水施設、農地（田・畑）の破
損、決壊を原形復旧する事業であること。�
■補助率等　　事業費：１０万円以上の事業で補助金の上限は１００万円�
　　　　　　　補助率：農地災害復旧事業（事業費の５０％以内）�
　　　　　　　　　　　農業施設災害復旧事業（事業費の６５％以内）�
■受付期間　　１１月２０日（水）まで�
■問合せ・申込先　　　八峰町農林振興課　整備係　　７６－４６０９�

■戦没者遺族相談員�

氏　　名�

住　　所�

電話番号�

鎌　田　賢　治�

能代市須田字屋布添５２－１�

５４－５０６４�

三　浦　正　義�

三種町鹿渡字八幡越２１－３�

８７－２９２４�

相談内容　　戦没者遺族の各種年金・給付金等に関する相談�
　　　　　　生活上の問題や利用可能な福祉制度等に関する相談�

■戦傷病者相談員�

氏　　名�

住　　所�

電話番号�

五十嵐　春　樹�

能代市景林町８－２７�

５５－０８３２�

成　田　コ　ト�

能代市二ツ井町下野家後101－4�

７３－３２５９�

相談内容　　戦傷病者の各種年金・給付金等に関する相談�
　　　　　　生活上の問題や利用可能な福祉制度等に関する相談�

【国民健康保険税の第４期納期限、介護保険料・後期高齢者医療保険料
の第５期納期限】　１２月２日（月）�
■問合せ先　　税については八峰町税務課　　　　　　７６－４６０４�
　　　　　　　保険料については八峰町町民生活課　　７６－４６１４�


